
  最終更新 令和 6年 2 月 10 日 

株式会社ライフサポート 

給与規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、就業規則第５０条から第６０条に基づき、従業員の賃金について定める。 

（適用範囲） 

第２条 従業員へ支給する給与等は本規定の定めるところによる。 

２ この規定における従業員とは、短時間労働者を含む雇用期間の定めのない従業員をいい、嘱託職     

  員、試用期間中のもの、有期雇用のものは準従業員と定義し、当該規定の適用を受けない。 

３ 本規定では週の所定労働時間が４０時間である者を「正社員」とし、４０時間未満の者を「短時

間労働者」とする。 

（給与の種類） 

第３条 

 

 

基準内給与 基本給

役職手当

資格手当

清掃手当

介護職員処遇改善手当

特定処遇改善手当

ベースアップ手当

基準外給与 時間外手当

休日出勤手当

深夜勤務手当

夜勤手当（住宅型有料老人ホーム職員のみ適用）

早朝勤務手当（調理師職員のみ適用）

通勤手当

年末年始出勤手当



（給与の計算期間） 

第４条 給与は毎月１日から月末までを計算期間とする。 

（給与の支給日、支払方法及び控除） 

第５条 支給日は翌月１5 日とする。ただし、支給日が金融機関の営業日でない場合はその前日、その前 

日も営業日でない場合はその後日とする。 

  ２ 給与は原則として本人預金口座への振り込みにて、直接その全額を支給する。 

  ３ 次に掲げるものは、給与から控除できるものとする。 

① 源泉所得税 

② 住民税 

③ 健康保険料（介護保険料を含む）及び厚生年金保険の被保険者負担分保険料 

④ 雇用保険の被保険者負担分保険料 

⑤ 社食費（１食当たり３００円を利用回数で乗じた額） 

⑥ 予防接種代金 

⑦ 会社支給数量を超えて、本人の希望で新たに支給する被服費 

（計算方法） 

第６条 従業員の都合により、所定勤務時間の全部又は一部を勤務しなかった場合は、その時間に対す    

    る給与は支給しない。 

  ２ 休職又は復職の場合は、原則として前項に準ずる。 

（基本給） 

第７条 正社員の基本給は、日又は月を基準に定めるものとし、職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢 

等を勘案して各人別に決定する。但し、短時間労働者の基本給は時間を基準に定めるものとし、

就業時間に応じて支給する。 

（役職手当） 

第８条 役職手当は、管理監督の職務にある従業員に対して支給する。 

  ２ 管理監督の職務にある従業員とは次のものをいう。 

① 施設長  

② 副施設長 

③ 住宅型有料老人ホーム責任者 

④ 訪問介護事業所責任者 

⑤ 通所介護事業所責任者 

⑥ 調理責任者 

⑦ 事務長 

（責任者手当） 

第９条 住宅型有料老人ホーム、訪問介護事業所、通所介護事業所、調理における責任者又はリーダーに

対して月額１０，０００円（厨房の管理者については月額５，０００円）の役職手当を支給する。

但し、別途手当として支給せずに基本給に合算して支給する旨の了解を当該従業員と使用者の

間で取り決めている場合にはこの限りではない。 

 



（労働条件の通知） 

第１０条 労働条件の通知及びその締結は労働条件通知書の発行と従業員の受領をもって成立したもの

とする。 

   ２ 労働条件通知書の内容に不服がある場合には、当該労働条件通知書の受領から７日以内にそ

の旨を施設管理者に申し伝えること。 

（任用要件） 

第１１条 第９条で定める責任者とは、各事業所において以下の業務を行う技術及び知識、資格及び一

定の従事期間を有するものとする。 

① 各事業所の利用者及びその家族からの介護全般に関する相談業務 

② 利用者の安全を確保した身体介護技術 

③ 環境衛生に関する一定の知識 

④ 請求操作を除く介護ソフトの操作 

⑤ 勤務表及び有給休暇の管理と、雇用関連法規の理解 

⑥ 利用者及びその家族との契約業務 

⑦ 法人外事業所との連携 

⑧ 介護福祉士として５年以上の在職期間を有するもの 

   ２ 副施設長に任用される者は、１項に加え 

① 高齢者医療に関する基礎知識 

② 介護請求及び介護保険法に関する知識 

③ 法人外の居宅介護支援事業所及び居宅介護支援専門員、かかりつけ医院との連絡調整 

④ 利用者及び家族との連絡調整 

⑤ 従業員のメンタルヘルス全般に関する業務 

⑥ 介護福祉士又は看護師として１０年以上の在職期間を有するもの 

（資格手当） 

第１２条 資格手当は次の資格を有する従業員に対し支給する。但し、保有する資格において業務遂行

上必要性が認められない場合は支給を行わない。 

① 介護福祉士 

② 介護支援専門員 

③ 実務者研修修了者 

④ 社会福祉士（社会福祉士主事を含む） 

⑤ 調理師 

⑥ 栄養士 

⑦ 管理栄養士 

（介護福祉士手当） 

第１３条 介護職員として従事する従業員であって、介護福祉士の資格を有する正社員について月額 

８，０００円の資格手当を支給する。但し、実務者研修修了者手当と重複して支給を行わない。 

 

 



（介護支援専門員手当） 

第１４条 介護職員として従事する従業員であって、介護支援専門員の資格を有する正社員で、かつそ

の業務に従事する従業員に対して月額１０，０００円の資格手当を支給する。 

（実務者研修修了者手当） 

第１５条 介護職員として従事する従業員であって、実務者研修修了者の資格を有する正社員に対して

月額５，０００円の資格手当を支給する。 

（社会福祉士及び社会福祉士主事手当） 

第１６条 正社員であって社会福祉士又は社会福祉士主事の資格を有し、介護に関連する相談全般業務

を使用者の指示により利用者及びその家族へ行う業務に従事する従業員に対して月額３０，

０００円の資格手当を支給する。 

（調理師） 

第１７条 調理師として従事する従業員であって、調理師の資格を有する正社員に対して月額５，００

０円の資格手当を支給する。 

（割増賃金）  

第１８条 時間外手当、法定休日出勤手当及び深夜勤務手当は、次の算式により計算する。 

     時間外手当＝Ａ×１．２５×時間外勤務時間数 

     法定休日出勤手当＝Ａ×１．３５×就業時間数 

     深夜勤務手当＝Ａ×０．２５×就業時間数 

   ２ 深夜勤務とは午後１０時から午前５時までの勤務をいう。 

   ３ Ａ＝基準内給与を時間給に換算した１時間当たりの額。 

（通勤手当） 

第１９条 自家用車で通勤する従業員に対して、その通勤距離に応じて通勤手当を支給する。 

   ２ 通勤手当の支給額は別表２に定める。 

   ３ 通勤手当は、不就労日（年次有給休暇を含む）については発生しない。 

   ４ 従業員住居から勤務場所への通勤距離は、合理的で経済的な経路を用いる。 

（夜勤手当） 

第２０条 夜勤１回につき、４，０００円を支給する。 

（早朝勤務手当） 

第２１条 調理師として従事する従業員が、朝６時から朝８時まで就業した時間には２割５分増しの早 

朝勤務手当を支給する。 

（年末年始休暇及び年末年始休暇勤務手当） 

第２２条 １２月３０日から３１日、１月１日から３日までの連続した５日間は年末年始休暇とする。 

   ２ 年末年始休暇中に就労した場合には、８時間当たり４，０００円の年末年始休暇勤務手当を 

支給する。 

（介護職員処遇改善手当） 

第２３条 介護職員として従事する正社員に対して月額２０，０００円の介護職員処遇改善手当を支給

する。 

 



（介護職員特定処遇改善手当） 

第２４条 介護福祉士の資格を有する正社員であって勤続年数が５年を経過した者、かつ第９条に定め

る責任者として従事する介護職員に対して月額１０，０００円の介護職員特定処遇改善手当

を支給する。 

（ベースアップ手当） 

第２５条 正社員であって、介護職員として従事する者に月額５，０００円のベースアップ手当を支給

する。 

２ 短時間労働者であって、介護職員として従事する者に１項のベースアップ手当を支給する。但

し、支給額は当該労働者の週の所定労働時間から支給額を案分して算出する。 

（一部手当の支給停止又は減額） 

第２６条 第２１条、第２２条、第２３条の手当支給の根拠となる各種加算が廃止又は改定された場合、

当該手当の一部またはすべての支給を停止できるものとする。 

   ２ 上記加算の改定等により、名称及び制度の変更がなされた場合には本規定の定める内容も同

様に変更を行う。 

（加算収入が支給実績を超過した場合の対応） 

第２７条 毎年３月１日時点において、第２１条、第２２条、第２３条に定める手当の支給実績を当該手

当の根拠となる加算収入が上回っている場合、賞与の上乗せ分として支給を行う。 

（欠勤、遅刻、早退に対する基準内給与及び通勤手当の減額） 

第２８条 欠勤日数、遅刻、早退の時間数に応じて給与の減額を行う場合には、次の算式により計算す 

る。 

欠勤日数による減額＝基準内給与（日給制であればその日当、月給制であればその月給から 

換算した日当）×欠勤日数 

遅刻早退による減額＝基準内給与（日給制であればその日当を８で除した額、月給制であれ 

ばその月給から換算した時給）×遅刻・早退合計時間数 

（休職中の給与等） 

第２９条 従業員が業務外の事故により負傷し又は疾病にかかり休職したとき、給与は支給しない。 

   ２ 就業規則及び本規則に別段の定めがない限り、職員の責に帰すべき不就業については給与を 

支払わない。 

（昇給の種類） 

第３０条 昇給は基本給について行うものとする。 

   ２ 昇給は臨時昇給とする。但し、就業開始から２年を超えるごとに、当該従業員に対して昇給を

行うか否かの評価等の判定を行い通知すること。 

   ３ 昇給は、経験年数及び職位・職責、保有資格、勤務態度等などから総合的に判断して行う。 

   ４ 有給休暇及び期間を問わない休業等の取得により、当該従業員が昇給等を含む処遇等につい

て、一切の不利益を被らないものとする。但し、有給休暇及び休業の取得により会社に対して

損失を発生させる場合であって、当該従業員の責任に帰すべき事由に該当する場合にはこの

限りではない。 

 



（基本給の随時決定） 

第３１条 職務に大幅な変更が生じた従業員については、その都度必要に応じて基本給の見直しを行う

場合がある。 

（賞与） 

第３２条 賞与は毎年１２月の支給日に在籍している従業員に対して、その支給の可否の判断を行うも

のとする。賞与の額は、業績及び本人の職責、勤続年数、勤務成績、出勤率、法人に対する貢

献度等を考慮して決定する。 

     但し、経営状態の低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給日の変更又は支給しな

いことがある。 

   ２ 正社員であって、介護職員として従事する従業員に対して７月又は１２月のいずれかに、１

２０，０００円の介護職員処遇改善賞与を支給する。但し、入社から１年を経過しない者には、

不支給又は入社から支給日までの就業期間をもとに支給額を決定する。 

（退職金） 

第３３条 第１条 従業員が１年以上勤務し退職又は死亡した場合には退職金を支給する。 

２ 前項の退職金の支給は、株式会社ライフサポート（以下、「会社」という。）が各従業員につい

て独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部（以下、「機構・中退共」

という。）との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。 

３ 共済掛金の全額を会社が負担するものとする。 

（共済の締結と適用範囲） 

第３４条 新たに雇い入れた従業員については、機構・中退共と退職金共済契約を締結する。 

   ２  以下のものは雇用形態を問わず、当該退職金規定の加入対象外とする。 

① 期間を定めて雇用される従業員 

② 季節的業務の雇用される従業員 

③ 試用期間中の従業員 

④ 休職期間中のもの及びこれに準ずる従業員 

⑤ 定年などで１年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

（共済掛金） 

第３５条 退職金共済契約の掛金月額は、正社員で５，０００円、短時間労働者は２，０００円とする。 

   ２ 前項の定める短時間労働者とは、週の所定労働時間が４０時間未満、２０時間以上のものを

いい、週の所定労働時間が２０時間に満たないものは当該退職金規定の対象とならない。 

（掛け金納付の停止） 

第３６条 休業期間及び業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の２分の

１を超えた期間は、機構・中退共の掛け金納付を停止する。 

   ２ 前項の休業期間とは、産前産後休業、育児休業、介護休業をいう。 

（退職金の額） 

第３７条 退職金の額は、掛け金月額と掛け金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額と

する。 

 



（退職金の減額措置） 

第３８条 従業員の退職の事由が懲戒解雇の場合には、機構・中退共に退職金の減額を申し出ることが

ある。 

（退職金の支給申請） 

第３９条 退職金は、従業員（従業員が死亡したときはその遺族）に交付する退職金共済手帳により、機

構・中退共から支給を受け取るものとする。 

   ２ 従業員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共

済手帳を本人またはその遺族に交付する。 

（基本給の基準額） 

第４０条 職種別に以下の基準額を設ける。原則として雇用時に以下の基準額を適用するが、特別の事

由によって増減できるものとする。 

（介護職の基本給） 

第４１条 介護職員（正社員）住宅型有料老人ホーム 月額２００，０００円（年間休日数１０５日） 

介護職員（正社員）デイサービスにこにこ 月額１９０，０００円（年間休日数１１０日） 

介護職員（短時間労働者） ９００円～１，３００円 

短時間労働者の時間給は労働時間数、従事する時間帯、保有資格等の条件により決定する。 

（理学療法士及び作業療法士の基本給） 

第４２条 理学療法士及び作業療法士（正社員） 日給１１，２００円 又は 

月給２３８，０００円（年間休日数１０５日） 

短時間労働者は時給１，０００円とする。 

（看護職の基本給） 

第４３条 准看護師（正社員） 日給９，０８８円 又は 

月給２３０，０００円（年間休日数１０５日） 短時間労働者は時給１，０００円とする。 

正看護師（正社員） 日給９，５５２円 又は 

月給２５０，０００円（年間休日数１０５日） 短時間労働者は時給１，１００円とする。 

（調理師の基本給） 

第４４条 調理師（正社員） 日給７，６８０円 又は 

     月給１７６，４００円（年間休日数１０５日） 短時間労働者は時給９００円とする。 

（年次有給休暇） 

第４５条 就業規則第１２条で定める年次有給休暇を取得した場合は、その期間については所定勤務時

間を勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。 

（育児・介護休業等の給与） 

第４６条 職員が育児・介護休業を取得したときは、休業日数分の給与は支給しない。 

   ２ 職員が育児・介護のために深夜業の制限又は短時間勤務により所定就業時間勤務しないとき

は、不就労分を控除する。 

（改廃手続き） 

第４７条 この規定を改廃する必要がある場合には、職員の代表から意見を聴取し、施設長の承認を得

て行うものとする。 



（一般資格等への手当の支給） 

第４８条 「（別表１）キャリアパス要件とインセンティブ確認表」に掲げる資格（一般）の取得及び研

修の修了者には同表の掲げるインセンティブ（手当）を支給する。 

２ 当該別表の内容は随時変更できるものとする。但し、既に定められた内容（手当の額、支給の

条件、支給の種類）を下回る変更をしてはならない。 

   ３ 当該別表を基準とした昇給は、従業員の人事考課及び評定に係る昇給と同様に扱われるべき

ものとし、定期的に昇給が行われる規則が就業規則等で定められる場合であっても、当該条項

が継続して適用されている限り、人事考課及び評定が行われたことによる昇給に代えて行わ

れたとみなす。 

 

（附則） 

第４８条 本規則は、令和６年２月１日より施行する。 


